
役場ニュース

選挙の種類投票所・投票時間

問選挙管理委員会事務局
（役場総務課内）
☎２８２－１１１１

統
一
地
方
選
挙

選挙名 熊本県議会議員 御船町長・御船町議会議員

選挙の内容

県内21選挙区から、定数
48人の県議会議員を決める
選挙です。
上益城郡では、御船、益

城、嘉島、甲佐、山都の５
町から、定数２人を投票で
決めます。

御船町に暮らす住民が二
元代表制である、町長と町
議会議員を決める選挙で
す。
御船町の町長１人と、御

船町議会議員の定数14人を
投票で決めます。

投票ができる人

①選挙人名簿に登録された20歳以上の日本人
②投票日に住民票のある人
③告示日の前日を基準として、御船町に住民票が引き続き
　３カ月以上ある人

選挙人名簿に登録された人
でも投票前に県外へ転出し
た人は投票できません。

選挙人名簿に登録された人
でも投票前に町外へ転出し
た人は投票できません。

選挙の告示日 月 日金 月 日火

期日前と不在者投票
月 日土
〜

月 日土
月 日水
〜

月 日土

投票日 月 日日 月 日日

投票区（投票所） 投票地区 投票時間

第１投票所
（御船中学校体育館） 御船地区全域

午前７時～午後７時
第２投票所

（滝尾小学校体育館）
滝尾地区全域
粒麦（水越）

第３投票所
（水越分館）

水越地区
（粒麦を除く）

午前７時～午後６時

第４投票所
（旧七滝小学校体育館） 七滝地区全域

第５投票所
（七滝中央小学校体育館） 上野地区全域

第６投票所
（田代東部分館）

南田代第３・４区
上田代、水源

第７投票所
（浅の藪公民館） 浅の藪 午前７時～午後５時

第８投票所
（間所公民館） 間所 午前７時～午後４時

第９投票所
（北田代分館）

牧の原、玉来、下山
木戸屋、中野 午前７時～午後５時

第10投票所
（木倉小学校体育館） 木倉地区全域

午前７時～午後７時第11投票所
（高木小学校体育館） 高木地区全域

第12投票所
（小坂小学校体育館） 小坂地区全域

※ご本人の入場券と、投票時間を間違えないようにご注意ください。
※午後８時15分から町スポーツセンターで即日開票を行います。
　観覧される人は、２階アリーナ席をご利用ください。
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４
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選
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館
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。
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出
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付
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介
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介
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付
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８
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日
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今回は身近な統一地方選挙
であり、町民の関心は高いと
思われます。立候補者の考え
をしっかり理解し、自分が本
当に投票したいと思った人に
投票してください。
選挙当日に投票に来られな

い人でも、期日前投票や不在
者投票が活用できますので、
一人でも多くの人に投票して
もらえるよう、町ホームペー
ジ、回覧文書、広報車巡回な
どで啓発活動に力を入れてい
きたいと思います。
町長や町議会議員の立候補

者は、選挙管理委員会の説明
を十分に聞いて、違反のない
フェアな選挙活動を行うこと
が大切です。公職選挙法に反
するような苦情が寄せられた
場合には、口頭や文書での注
意を促すことも視野に入れて
います。
今回の選挙が公正公平に行

われ、無事に終わることを
願っています

熊本県議会議員と御船町長・御船町議会議員の投票所は同じです。 ４月は、熊本県議会議員と御船町長・御船町議会議員の統一地方選挙が執行されます。
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